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コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
状
況
を
判
定
し

「
良
好
」先
に
は
調
査
間
隔
の
延
長
を
適
用

私
ど
も
国
税
庁
調
査
査
察
部
調
査
課
が
所
管

す
る
大
規
模
法
人
（
原
則
、
資
本
金
1
億
円
以

上
）
の
近
年
の
動
向
と
し
て
、
多
く
の
法
人
が

会
社
法
や
金
融
商
品
取
引
法
に
基
づ
く
内
部
統

制
の
整
備
に
積
極
的
に
取
り
組
ま
れ
て
い
ま
す
。

法
令
へ
の
対
応
だ
け
で
な
く
、
業
界
・
地
域
を

リ
ー
ド
す
る
法
人
と
し
て
、
社
会
的
責
任
を
果

た
す
た
め
に
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
徹
底
を
経

営
理
念
に
掲
げ
て
い
る
法
人
も
少
な
く
あ
り
ま

せ
ん
。
こ
う
し
た
法
人
は
税
務
コ
ン
プ
ラ
イ
ア

ン
ス
の
維
持
・
向
上
に
効
果
的
な
取
組
も
積
極

的
に
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

一
方
、
国
税
当
局
を
取
り
巻
く
環
境
は
厳
し

く
な
っ
て
い
ま
す
。
社
会
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル

化
や
I
C
T
化
の
進
展
に
伴
う
複
雑
・
困
難
な

事
案
に
的
確
に
対
応
し
て
い
く
た
め
、
こ
れ
ま

で
以
上
に
調
査
事
務
量
を
確
保
し
て
い
か
な
く

て
は
な
り
ま
せ
ん
。
限
ら
れ
た
総
事
務
量
か
ら

い
か
に
調
査
事
務
量
を
確
保
す
る
か
、
そ
れ
を

い
か
に
調
査
必
要
度
の
高
い
分
野
に
重
点
的
に

配
分
す
る
か
が
今
後
の
課
題
と
な
り
ま
す
。

そ
の
た
め
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
に
対
す
る

意
識
が
高
い
法
人
の
自
主
性
に
期
待
し
、
自
主

的
な
適
正
申
告
を
促
す
た
め
の
調
査
以
外
の
手

法
も
組
み
合
わ
せ
、
効
果
的
・
効
率
的
に
所
管
法

人
の
税
務
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
維
持
・
向
上
を

図
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

一
口
に
「
大
規
模
法
人
」
と
い
っ
て
も
、
そ

の
規
模
は
さ
ま
ざ
ま
で
す
の
で
、
特
別
国
税
調

査
官
（
特
官
）
所
掌
法
人
と
一
般
部
門
所
掌
法

人
と
い
う
区
分
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴

に
応
じ
て
二
つ
の

取
組
を
実
施
し
て

い
ま
す
。

特
官
所
掌
法
人

は
大
半
が
上
場
企

業
で
、
内
部
統
制

の
た
め
の
体
制
や

国
税
当
局
対
応

（
税
務
調
査
・
申

告
相
談
）
の
体
制

が
整
備
さ
れ
、
税

務
調
査
対
応
に
相

応
の
コ
ス
ト
を
投

入
し
て
い
る
の
が

特
徴
と
い
え
ま
す
。

録
Ｔ
Ｋ
Ｃ
全
国
会
中
堅・大
企
業
支
援
研
究
会「
特
別
研
修
会
」よ
り

講
演

◎
講
師
　
国
税
庁
調
査
査
察
部
調
査
課
長  

飯
島
信
幸
氏

国
税
庁
に
お
け
る
大
規
模
法
人
の
税
務
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の

維
持・向
上
策

■
と
き
：
平
成
27
年
6
月
23
日
㈫
　
■
と
こ
ろ
：
ベ
ル
サ
ー
ル
東
京
日
本
橋

中
大
研
特
別
研
修
会
で
、国
税
庁
調
査
査
察
部
調
査
課
長
の
飯
島
信
幸
氏
が
、大
規
模
法
人
の
適
正
申
告
を
促
す
た
め
の
国
税
庁
の
施
策「
税
務
に
関
す
る

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
充
実
に
向
け
た
取
組
」「
申
告
書
の
自
主
点
検
と
税
務
上
の
自
主
監
査
の
促
進
」に
つ
い
て
、そ
の
狙
い
と
要
点
を
説
明
し
た
。

国税庁調査査察部調査課長　飯島信幸氏

●特別国税調査官所掌法人

基準・法人数
◦資本金がおおむね40億円以上の法人
◦全国で約500件
◦年間調査件数約200件

　→「税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた取組」を促進
●一般部門所掌法人

基準・法人数
◦資本金が原則1億円以上の法人
◦全国で約29,000件
◦年間調査件数約3,000件

　→「申告書の自主点検・税務上の自主監査」を促進 講演資料より
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こ
の
特
官
所
掌
法
人
へ
の
年
間
調
査
件
数
は
約

2
0
0
件
で
、
接
触
頻
度
は
2
〜
3
年
に
1
度

と
高
く
、
調
査
期
間
も
3
カ
月
か
ら
、
長
い
と

き
に
は
半
年
程
度
か
か
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
平
成
23
年
5
月
に
国
税
庁
は
特
官

所
掌
法
人
に
対
す
る
「
税
務
に
関
す
る
コ
ー
ポ

レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
充
実
に
向
け
た
取
組
」

を
開
始
し
ま
し
た
。
大
規
模
法
人
の
ト
ッ
プ
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
が
集
ま
る
会
合
で
説
明
会
を
実
施

し
、
税
務
に
関
す
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン

ス
の
充
実
を
働
き
か
け
、
効
果
的
な
法
人
の
取

組
事
例
の
紹
介
等
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
平
成

23
年
7
月
か
ら
は
各
企
業
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と

し
て
、
特
官
所
掌
法
人
に
対
す
る
税
務
調
査
の

機
会
に
、
税
務
に
関
す
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ

ナ
ン
ス
の
状
況
を
確
認
・
判
定
し
、
調
査
終
了

時
に
は
大
企
業
の
ト
ッ
プ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
方

と
意
見
交
換
を
行
う
取
組
を
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
平
成
24
年
7
月
か
ら
は
、
判
定
結
果

が
良
好
で
あ
る
法
人
に
つ
い
て
、
過
去
複
数
回

の
調
査
に
お
い
て
大
口
・
悪
質
な
問
題
が
な
い

こ
と
や
、
そ
の
他
蓄
積
さ
れ
た
情
報
を
総
合
的

に
勘
案
し
て
、
調
査
間
隔
を
延
長
す
る
こ
と
と

い
た
し
ま
し
た
。
た
だ
し
、
調
査
間
隔
の
延
長

に
当
た
っ
て
は
、
申
告
書
の
審
理
に
際
し
、
税

務
リ
ス
ク
の
高
い
取
引
─
─
例
え
ば
組
織
再
編

税
制
の
適
格
要
件
の
判
定
、
特
別
損
失
の
計
上

時
期
・
計
上
額
等
─
─
を
法
人
に
自
主
開
示
い

た
だ
い
て
、
当
局
が
適
正
処
理
を
確
認
さ
せ
て

い
た
だ
く
こ
と
を
条
件
に
し
て
い
ま
す
。
国
税

庁
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
取
組
の
実
施
に
よ

り
企
業
の
税
務
調
査
対
応
の
負
担
軽
減
と
と
も

に
当
局
の
調
査
事
務
量
を
調
査
必
要
度
の
高
い

法
人
へ
重
点
的
に
配
分
し
て
い
く
こ
と
と
し
て

お
り
ま
す
。

今
後
は
、
こ
れ
ま
で
の
取
組
状
況
お
よ
び
企

業
の
皆
さ
ま
の
意
見
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
よ
り

効
果
的
な
取
組
に
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お

り
ま
す
。

平
成
27
年
3
月
、一
般
部
門
所
掌
法
人
の

申
告
誤
り
等
を
防
止
す
る
新
取
組
を
公
表

次
に
、
平
成
27
年
3
月
に
公
表
さ
れ
た
一
般

部
門
所
掌
法
人
を
対
象
と
す
る
「
申
告
書
の
自

主
点
検
と
税
務
上
の
自
主
監
査
」
に
つ
い
て
ご

説
明
し
ま
す
。
こ
れ
は
国
税
当
局
が
、
税
務
上

誤
り
が
生
じ
や
す
い
と
認
め
ら
れ
る
事
項
を
取

り
ま
と
め
た
「
確
認
表
」
を
作
成
・
公
表
し
、

申
告
書
の
自
主
点
検
と
税
務
上
の
自
主
監
査
を

促
進
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。
平
成
27
年
3
月

以
降
に
決
算
期
が
到
来
す
る
法
人
が
対
象
で
、

申
告
書
提
出
直
前
の
最
終
チ
ェ
ッ
ク
用
の
「
申

告
書
確
認
表
」
と
、
申
告
書
作
成
前
の
税
務
・

決
算
処
理
の
確
認
用
の
「
大
規
模
法
人
に
お
け

る
税
務
上
の
要
注
意
項
目
確
認
表
」
の
2
種
類

（
次
頁
参
照
）
が
あ
り
ま
す
。

一
般
部
門
所
掌
法
人
は
、
上
場
法
人
等
の
大

規
模
法
人
か
ら
事
業
内
容
が
比
較
的
簡
素
な
法

人
ま
で
多
種
・
多
様
で
、
内
部
統
制
の
た
め
の

体
制
の
整
備
も
ま
ち
ま
ち
で
す
。
年
間
調
査
件

数
は
約
3
千
件
で
、
特
官
所
掌
法
人
の
よ
う
に

2
〜
3
年
に
1
度
調
査
を
実
施
す
る
法
人
も
あ

れ
ば
、
も
っ
と
頻
度
の
低
い
法
人
も
あ
り
ま
す
。

調
査
期
間
に
つ
い
て
も
、
3
カ
月
程
度
を
要
す

る
法
人
か
ら
1
カ
月
以
内
の
法
人
も
あ
り
、
個

別
の
調
査
必
要
度
に
応
じ
た
事
務
量
を
投
下
し

調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
特
徴
を

踏
ま
え
、
特
官
所
掌
法
人
の
よ
う
に
個
々
の
企

業
へ
働
き
か
け
を
行
う
の
で
は
な
く
、
広
く
一

般
に
確
認
表
を
提
供
し
、
そ
の
活
用
を
促
し
て

い
ま
す
。

2
種
類
の
「
確
認
表
」
の
活
用
に
よ
り
、
企

業
に
お
い
て
継
続
し
て
申
告
書
の
自
主
点
検
と

税
務
上
の
自
主
監
査
を
実
施
い
た
だ
く
こ
と
で
、

申
告
誤
り
や
税
務
処
理
誤
り
が
予
防
さ
れ
、
結

果
と
し
て
企
業
の
税
務
上
の
リ
ス
ク
の
軽
減
や

税
務
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
向
上
に
つ
な
が
る

と
考
え
て
お
り
ま
す
。
同
時
に
、
当
局
に
と
っ

て
も
事
務
の
効
率
化
が
図
れ
る
と
考
え
て
お
り

ま
す
。

こ
れ
ら
の
「
確
認
表
」
は
あ
く
ま
で
も
適
正

申
告
の
一
助
と
な
れ
ば
と
の
趣
旨
で
ご
提
供
す

る
も
の
で
、
税
務
署
へ
の
提
出
は
必
要
あ
り
ま

せ
ん
が
、
申
告
書
と
併
せ
て
ご
提
出
い
た
だ
く

「
会
社
事
業
概
況
書
」
の
様
式
を
変
更
し
、「
申

告
書
確
認
表
等
の
活
用
状
況
」
欄
を
新
設
し
ま
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し
た
の
で
、
ご
記
入
を
お
願
い
し
ま
す
。
ま
た
、

ご
活
用
し
て
い
た
だ
い
た
折
に
は
、
税
務
調
査

等
の
機
会
に
「
確
認
表
」
の
使
い
勝
手
や
改
善

点
に
つ
い
て
皆
さ
ま
の
ご
意
見
を
頂
戴
し
た
い

と
考
え
て
お
り
ま
す
。

な
お
、
法
人
会
等
が
作
成
・
配
布
し
て
い
る

「
自
主
点
検
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
」
と
の
関
係
に

つ
い
て
質
問
を
頂
戴
す
る
こ
と
が
あ
る
た
め
、

ご
案
内
い
た
し
ま
す
。「
自
主
点
検
チ
ェ
ッ
ク

シ
ー
ト
」
は
、
経
理
担
当
者
が
少
人
数
の
企
業

を
念
頭
に
お
い
て
作
成
さ
れ
、
企
業
の
内
部
統

制
面
の
強
化
や
会
計
経
理
面
の
質
の
向
上
を
目

的
と
し
て
い
る
も
の
と
伺
っ
て
お
り
ま
す
。
一

方
、
国
税
庁
が
公
表
し
て
い
る
2
種
類
の
「
確

認
表
」
は
、
内
部
統
制
面
や
会
計
経
理
面
の
体

制
・
手
続
が
お
お
む
ね
整
備
さ
れ
て
い
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
調
査
部
の
一
般
部
門
所
掌
法
人

を
対
象
に
、
提
出
直
前
の
申
告
書
の
自
主
点
検

や
税
務
上
の
観
点
か
ら
の
自
主
監
査
を
促
進
し

て
い
た
だ
く
も
の
で
、
申
告
誤
り
の
未
然
防
止

が
目
的
で
す
。
目
的
が
異
な
り
ま
す
の
で
、「
確

認
表
」
を
活
用
す
る
か
否
か
は
法
人
の
実
情
に

応
じ
て
ご
判
断
い
た
だ
け
れ
ば
よ
い
も
の
と
考

え
て
お
り
ま
す
。

今
後
と
も
、
私
ど
も
は
大
規
模
法
人
の
税
務

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
維
持
・
向
上
に
向
け
て

一
層
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
の
で
、
ご
協
力

の
ほ
ど
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

（
構
成
／
T
K
C
出
版　

小
早
川
万
梨
絵
）

●
●

確 認 対 象
事 業 年 度

担 当 者

役職：

確 認 実 施 日
役職：

この確認表は、誤りが生じやすいと認められる事項について取りまとめたもので、皆様が申告書を提出される直前の自主的な点検にご活用いただくことを目的として作成しております。
確認表は、税務調査等の機会に活用状況を確認させていただくことを予定しております。

項 目 確 認 内 容 確 認 結 果№

共通事項 1 当事業年度に適用される別表を使用していますか。 □適 □否 □非該当

2 各別表に記載している前事業年度からの繰越額（期首現在利益積立金額、期首現在資本金等の額等を含みます。）は、前事業年度の申告書の
金額と一致していますか。 □適 □否 □非該当

3 法人税関係特別措置の適用を受ける場合、適用額明細書を添付していますか（租特透明化法第3条参照）。 □適 □否 □非該当

4 組織再編成がある場合、組織再編成に係る契約書及び主要な事項の明細書を添付し、適格判定を行っていますか。 □適 □否 □非該当
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●
●

確 認 対 象
事 業 年 度

担 当 者

役職：

確認実施日
役職：

この確認表は、誤りが生じやすいと認められる事項について取りまとめたもので、皆様が申告書を提出される直前の自主的な点検にご活用いただくことを目的として作成しております。
確認表は、税務調査等の機会に活用状況を確認させていただくことを予定しております。

税務に関する社内の体制・手続の整備状況

・税務上の処理に疑義が生じる取引については、事業部門から経理担当部署へ連絡・相談される体制が整備されていますか。 □適 □否

・経理担当部署に税務知識を有する方がいらっしゃいますか。 □適 □否

・処理誤りが生じないようマニュアル等を整備し、税務上の処理に疑義が生じる取引の把握や税務処理手続の明確化を行っていますか。 □適 □否

項 目 確 認 内 容 解 　 　 説 主な参考
法 令 等 確 認 結 果 確認結果が「否」の場合の

対応（申告調整の有無等）№

売上げ 1 売上げの計上基準に照
らし、当事業年度に計
上すべきであるにもか
かわらず、翌事業年度
に計上されている売上
げはありませんか。

棚卸資産の販売による収益は、その引渡しがあった日の属する事業年度の
益金となります。この引渡しの日は、例えば出荷した日、相手方が検収した
日、相手方において使用収益ができることとなった日、検針等により販売数
量を確認した日等当該棚卸資産の種類及び性質、販売に係る契約の内容等
に応じ引渡しの日として合理的であると認められる日のうち貴法人が継続し
て収益計上を行うこととしている日をいいます。
　また、請負に係る収益は、原則として、物の引渡しを要するものは目的物
の全部を完成して相手方に引き渡した日、物の引渡しを要しないものは約し
た役務の全部を完了した日の属する事業年度の益金となります。この引渡
しの日は、建設工事等を行うことを目的とするものであるときは、例えば作
業を結了した日、相手方の受入場所へ搬入した日、相手方が検収を完了した
日、相手方において使用収益ができることとなった日等当該建設工事等の
種類及び性質、契約の内容等に応じ引渡しの日として合理的であると認めら
れる日のうち貴法人が継続して収益計上を行うこととしている日をいいま
す。

法法第22条
法基通2-1-1
法基通2-1-2
法基通2-1-5
法基通2-1-6
連基通2-1-1
連基通2-1-2
連基通2-1-5
連基通2-1-6

□適 □否 □非該当

申告書確認表

大規模法人における税務上の要注意項目確認表
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